
平成22年６月橋本市議会定例会会議録（第２号）その２ 

平成22年６月14日（月） 

                                           

   

（午前９時30分 開議） 

○議長（中西峰雄君）おはようございます。 

 会議の前に一言申し上げます。携帯電話に

つきましては、会議の妨げにならないよう電

源をお切りいただくか、マナーモードにして

いただけますようお願い申し上げます。 

 ただ今の出席議員数は22人で定足数に達し

ております。 

                     

○議長（中西峰雄君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中西峰雄君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において１番 岡君、14

番 土井君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（中西峰雄君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 今回の一般質問の通告者は20人であります。 

 質問は会議規則第62条の規定により、別紙

の順序により発言を許します。 

 順番１、10番 松本君。 

〔10番（松本健一君）登壇〕 

○10番（松本健一君）議長のお許しをいただ

きまして一般質問を行います。 

 一般質問の前に一言申し上げさせていただ

き、そのあと本論に移らせていただきます。 

 この６月定例会がやっと始まりました。そ

して、１番で一般質問を行わせていただくこ

ととなったことは誠に光栄です。 

 昨年10月から政治活動を始め、多くの市民

の方のご支援とご厚情を賜り、この場に立て

たこと、本当に感謝の言葉が尽きません。公

職選挙法により言葉を選ばなければならない

こと、重ねてご理解賜りますようよろしくお

願いいたします。 

 市民の声を市政へと反映させたい、してほ

しい、「橋本から優しい社会へ」変えたい、そ

の熱い思いを持って登壇させていただきまし

た。 

 今回の一般質問に多くのことを取り上げた

いと準備してまいりましたが、緊急的に強く

主張すべきことがあり、残念ながら９月定例

以降の取り組みとなったこと、大変申しわけ

なく、関係者の皆さまにはご理解いただけま

すようにお願いいたします。 

 取り上げられなかったことの一つとして、

本市南海学文路駅周辺には、かむろ大師や学

文路天満宮、苅萱堂、西畑国城山などがあり、

参詣客は各地から多くいらっしゃいます。こ

の春には、開創百年祭に合わせ、旧かむろ大

師本堂跡地に仁誠堂が建立されました。私が

幼き頃に訪れた、この地の面影が復活するき

っかけとなると感じておりますが、地域おこ

しを行うには振興策が必要で、学文路や隅田

八幡周辺、恋野地区における商工観光政策に

ついて研究をしておりました。 

 ５月初旬、党研修で東京へ行く機会に恵ま

れ、これに合わせてまちづくりの現場を見て

回りました。流行の先端「六本木、東京ミッ

ドタウンから新国立美術館」、代々木から「若

者のまち」原宿、そして「お年寄りの原宿」

と呼ばれる巣鴨を見て回りました。 
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 特に、巣鴨は「お年寄りの原宿」と呼ばれ

ますが、若い方から海外旅行客、お孫さんと

２世代で来られるお年寄りなど、幅広い方か

ら支持を受け、商店のコンセプトも健康を意

識した出店が目立ちました。巣鴨地蔵通り商

店街の中心にあるのがとげぬき地蔵です。洗

い観音はお参りの方々が何列も並ばれるほど

の人気でした。まちの角角には長椅子など腰

かけスペースを商店の方々や銀行などが設置

されており、細やかな点にも心配りがされた、

まさに「おもてなし」のまちでした。 

 ２、幼保一元化５カ年計画と三石保育園の

公設民営化について、お尋ねいたします。 

 平成21年４月、我が市ではじめての公設民

営こども園、高野口こども園が開園いたしま

した。計画対象となった地域の方には、保育

園・幼稚園の統廃合をご理解いただいての開

園と信じておりますが、三石保育園の開園も

公設民営方式で計画されているとお聞きして

おります。 

 三石保育園保護者の皆さんへ説明不足など

問題があったと聞き及んでおりますが、改め

て、三石保育園が公設民営方式の導入に至っ

た経緯と、幼保一元化５カ年計画自体が遅れ

ていることから、今後、計画を市民の皆さま

にどう説明されようと考えているのか。対案

や提案を含め、以下の３点をお尋ねいたしま

す。 

 昨今、ブロードバンド網の発達で情報があ

ふれており、その中で一番信用できて訴求性

のある情報は口コミです。「このまちに行って

みたいなあ」と思っていただくために、訪れ

た方への心配りに対する口コミが重要です。

心の琴線に触れる人と人とのコミュニケーシ

ョン、サービスとは、昨今忘れられがちな「お

もてなし」の心ではないでしょうか。 

 ①改めて、幼保一元化５カ年計画の進捗は

市民理解の上で問題がある中、ＰＤＣＡサイ

クル、つまり計画（Ｐ）が発表され、実行（Ｄ）

として説明会が行われたが、結果を受けて当

局の状況把握（Ｃ）、調整・改善（Ａ）が適宜

適切でない、全くと言っていいほどサイクル

が働いていないと思われる現状で、計画自体

の調整・改善のおつもりがあるのか、②あれ

ばどのように、③そして、保護者の生の声を

聞いた上で、公設民営か公設公営が良いのか、

３点お答えください。 

 また、おもてなしの心は行政サービスにも

共通のことと考えますが、先日の消防職員の

事件など、職員の方々のモラル、法令遵守の

原点として、普段の職務、市民への対応にこ

そ、もてなしの心が重要だと感ぜざるを得ま

せん。 

 では、職員の皆さまの市民あっての市政、

もてなしの心をお伺いするために、「橋本から

優しい社会へ」変えていくために、これより

三つの項目を挙げ、質問に移らせていただき

ます。 

 ３、予防医療について。 

 近年、病気を未然に防ぐ予防ワクチンに対

する国の任意接種が各種認められ、全国自治

体でも助成する制度が始まっております。こ

の和歌山県でも、御坊市では、県下で初の子

宮頸がん予防ワクチン全額助成を７月からス

タートいたします。６月議会補正予算でも、

小学生医療費の支給、無料化が予算化されて

いますが、病気になって大丈夫ではなく、未

然に防ぐ、つまり、病気にさせない、ならな

 １、自治基本条例について。 

 全国では、地域主権の時代に備え、市民の

声を市政に積極的に反映させる住民参加型自

治の実現のため、自治基本条例を施行する取

り組みが活発化しております。本市でも、自

治基本条例を取り組まれていくべきと考えま

すが、どのようなお考えをお持ちなのか、市

長より明確なお答えをお願いいたします。 
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い、命を守る予防政策こそ大切であり、重要

な政策ではないでしょうか。 

 １年前、平成21年３月議会、阪本議員質疑

の中でおただしの、肺炎球菌予防ワクチン接

種助成を要望されたことに対し、当時の健康

福祉部長の弁で、「有効で医療費が下がるので

あれば、非常に有効な手段だと思いますので、

費用の面からも慎重に検討し、勉強したい。」

旨のご答弁がされております。既に答弁から

１年が経過した今、いかがお考えか当局のご

見解をお教えください。 

 以上３項目、壇上高いところからの発言を

行わさせていただきました。２回目の質問は

議席から行わさせていただきます。当局から

の明快なお答えを期待し、１回目の質問を終

わらせていただきます。 

○議長（中西峰雄君）10番 松本君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 企画部長。 

〔企画部長（吉田長司君）登壇〕 

○企画部長（吉田長司君）自治基本条例につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 自治基本条例は、地域課題への対応やまち

づくりを、だれがどんな役割を担い、どのよ

うな方法で決めていくのかを文書化したもの

で、自治体の仕組みの基本ルールを定めた条

例で、自治体の最高法規と言われています。 

 多くの自治体では、情報の共有や市民参

加・協働などの自治の基本原則、自治を担う

市民、首長・行政等のそれぞれの役割と責任、

情報公開、計画・審議会等への市民参加や住

民投票など、自治を推進する制度について定

めており、現在は全国で約180の地方自治体で

条例が制定されています。 

 地方自治体は地方分権を進める中、自治体

自らが地域の問題を考え、独自の政策を実施

する範囲が広がっています。また、現代社会

は、人口減少、超高齢化社会の到来、地球環

境問題の深刻化、厳しい財政状況などにあっ

て、市民が質の豊かさを実感できるまちづく

りを実現していくための市政運営には、市民

から信託を受けた市長及び議員にゆだねるだ

けでなく、市民自らが自治の担い手として、

まちづくりに参画することが求められていま

す。 

 こうした中、本市においては、新長期総合

計画における行政推進の基本姿勢として、市

民と地域との連携を図り、市民が主体的にま

ちづくりに参画することとしています。 

 市は市民の行政参加の一つとして、行政は

その組織づくりや市民公益活動を支援し、市

民と行政による協働のまちづくりを推進する

ため、平成19年度に「橋本市協働の基本指針」

を策定し、以後、福祉、環境、防災、教育な

ど各分野において、住民参加をはじめとした

協働型の行政運営に取り組んでいます。 

 この行政からの呼びかけは、徐々に市民の

意識にも浸透していることを、参画者の推移

や協働事業の遂行状況からも感じているとこ

ろであります。 

 議員ご指摘の自治基本条例の制定の必要性

については、市はさらなる行政に関する情報

の提供と、市政への意思表現の機会を保障す

るとともに、市民意識の醸成に努め、従来方

式の行政運営との整合を図りながら、将来に

おいて検討する必要があると考えます。 

 現時点におきましては、引き続き協働のま

ちづくりを推進すべきと考えますので、ご理

解のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（上田敬二君）登壇〕 

○健康福祉部長（上田敬二君）はじめに、三

石保育園の公設民営化についてでございます

が、三石保育園につきましては、急傾斜地、

土石流危険渓流の問題があり、その対策につ

いて、市と保護者会で平成21年度１年間、計
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11回にわたり話し合いを持ってまいりました。 

 市の方針は、この二つの危険箇所に対策工

事を実施するというもので、工事の実施によ

り安全が担保されるという考え方でしたが、

保護者会側の意見は、工事の実施では安全は

担保されないというもので、三石台地区内の

安全な場所に移転新築を求めるものでした。 

 話し合いは平行線をたどり、途中からは地

元の三石台自治会長さんや前自治会長さん、

市議会文教厚生委員長にも入っていただき、

話し合いが行われました。 

 話し合いが平行線をたどる中、このままで

は危険回避がますます遅れるということで、

お互い妥協できる点を模索すべく、市から保

護者会に３点の質問を投げかけました。 

 １点目は、新築すると仮定すると、場所は

どの程度三石台地区を外れても許容できるか。 

 この点について保護者会からの意見は、三

石台地区に保育園があるということで生活設

計をしているので、三石台地区内にお願いし

たいが、少しぐらいなら三石台を外れても良

いとの返事でした。 

 ２点目、公設公営でないといけないのかと

いうことについて。 

 橋本市では、従来より長期総合計画、行政

改革実施計画で保育所民営化方針が打ち出さ

れており、新築三石保育園についてもこの方

針でいきたいということ。また、現在市が進

めている公設民営のこども園計画も同じ方針

で進行中であること。 

 この点について保護者会からは、公設公営

が絶対だとは思っていない。私たちは良い保

育をしてもらえれば良いという回答でした。 

 ３点目、新築するとなるとそれなりに時間

がかかるが、その間の問題をどう考えるか。 

 この点について保護者会からは、いろいろ

なパターンが考えられるが、今実施していた

だいているモニタリングは、納得できる範囲

であるとの回答でした。 

 なお、公設民営の問題については、11回の

話し合いの中でも再三申し上げており、説明

不足があったとは考えておりませんので、ご

理解をお願いします。 

 以上の保護者会回答をもとに、市の政策調

整会議で検討の結果、次の市の方針を保護者

会へ伝えました。 

 三石保育園の急傾斜地、土石流危険渓流対

策として、市は①三石台地区への新築移転で

対応する。②新築園については公設民営で対

応する。③新築園の開園までは、モニタリン

グで対応する。④新築園の敷地は借地または

購入で対応する。 

 これに対して、保護者会からは①、③、④

については役員会で了承し、お礼の言葉をい

ただきましたが、②の公設民営について、私

たちは公設公営にこだわらない。良い保育を

してもらえれば公設民営でも良いとは思うが、

役員だけで了解するというのは責任が重いの

で、保護者会の皆さんに説明願いたいという

ことでした。 

 これをもって、市は保護者会に説明の場を

持ってもらえるようお願いしたところ、保護

者会で勉強会を持ちたいので、説明会は５月

29日にしてくださいということであり、５月

29日に保護者会向け、公設民営の説明会を開

催させていただいたところです。 

 以上、経緯について報告させていただきま

した。ご理解のほど、よろしくお願いします。 

 次に、幼保一元化５カ年計画についてお答

えいたします。 

 平成19年に幼保一元化５カ年計画を発表し、

パブリックコメントや説明会等を通じて多く

のご意見をいただきました。中でも、平成20

年２月に東部コミュニティセンターにおいて

開催した説明会において、計画の見直しを求

める意見に対して、「一定時間の猶予をいただ
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き、今後の課題を整理し、検討したい。」と答

弁いたしました。 

 こうしたことから、隅田・恋野地区で計画

している（仮称）すみだこども園については、

平成20年より地元区長や保育園・幼稚園の代

表者と懇談会を開催してまいりました。懇談

会では、「すみだ保育園へこども園を建設する

のであれば、アクセス道路を拡幅してほし

い。」「隅田地区の西地域にもこども園を建設

してほしい。」「もっと交通の便の良いところ

にこども園を建設してはどうか。」などの意見

をいただきました。こうした意見を受け、市

内部で再度計画を検討し、昨年11月に開催し

た懇談会において、当初計画のすみだ保育園

より西の、上兵庫地内の交通の便の良いとこ

ろにこども園を建設する旨、提案させていた

だきました。 

 また、ＰＤＣＡサイクルで言いますと、高

野口こども園建設における課題として、「開園

当初の保育がスムーズに行える体制の確保」

と「運営者である指定管理者が建物の設計に

加わっていないことによる施設・設備面での

不都合」などがあり、こうした改善すべき点

については、すみだこども園の建設に生かし

てまいりたいと考えております。 

 公設民営か公設公営かについては、過去に

議会においてもご議論いただいているところ

でありますが、市内の民間園は高い評価を受

けて、多くの方が利用しております。また、

長期総合計画においても、こども園の整備と

民間委託の推進を掲げているところです。 

 さらに、すみだこども園の保育内容は、公

設民営を前提に組み立てております。例えば、

すみだ保育園で実施していないゼロ歳児保育

の実施や、１歳児・２歳児の定員の引き上げ、

短時間児での３歳児保育の実施などを予定し

ており、こうした保育内容の拡充は、民営に

することによる経費節減を財源としておりま

すので、公営になると、こうした拡充策につ

いては、職員数の問題や財源の問題から見直

しを行わなければならず、保育の低下につな

がると考えており、こうしたことは三石保育

園も同様であると考えております。 

 次に、予防医療についてのご質問にお答え

いたします。 

 議員のお考えのとおり、命を守る予防政策

は重要な政策であることは言うまでもありま

せん。 

 予防接種は、予防接種法第１条に定められ

ていますように、伝染のおそれがある疾病の

発生及びまん延を予防するために行い、公衆

衛生の向上及び増進に寄与することを目的に

実施しています。 

 現在、国のほうでは従来の予防接種以外に、

今後、予防接種法の対象となる疾病・ワクチ

ンとして、ヒブ、肺炎球菌、子宮頸がん等を

挙げ議論されているところですが、全国的に

見ても実施している自治体は少なく、実施形

態についてもさまざまな状況があります。県

下では、平成21年度からすさみ町と北山村が、

平成22年度からは白浜町と古座川町が、対象

年齢を75歳以上とし、高齢者肺炎球菌ワクチ

ンを実施しており、公費での全額負担または

一部助成等をしております。いずれも１回接

種を原則としております。また、子宮頸がん

ワクチンについては、御坊市のみ実施に踏み

切っており、小学校６年生の女子120人を対象

に、無料で接種することとしております。 

 命を守るための疾病予防は重要な施策であ

ることは言うまでもありませんが、現在のと

ころ、国の方向性が出ていない段階で、肺炎

球菌ワクチンの予防接種を市において単独で

実施することは困難と考えております。加え

て、ヒブ、子宮頸がんワクチンにつきまして

は、認可されてからの日が浅く、回数が３回

から４回と多いため、他の予防接種との関係
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や副作用の問題等、検討していくべき課題が

多く残されております。 

 以上のことから、明確にお答えできる結論

には至っておりませんが、予防接種に対する

国の考え方も変わってきておりますので、本

市としては、もう少し国の動きを見きわめつ

つ対応してまいりたいと考えておりますので、

ご理解をお願いいたします。 

○議長（中西峰雄君）10番 松本君、再質問

ありますか。 

 10番 松本君。 

○10番（松本健一君）まず、一番はじめの自

治基本条例について、２回目の質問を行わさ

せていただきます。 

 部長より今、自治体の仕組み、基本ルール

を定めた条例であるというお答えをいただき

ました。そして、その中に橋本市協働の基本

指針、こういった言葉も出ております。確か

に、この協働の基本指針、これ、実際書かれ

ているのは市民と行政職員のための協働推進

ガイドラインと書かれおります。これ自体は

法的な根拠というのは恐らくないのじゃない

かと。まずは、市の職員の方々がこれに合う

ように動こうとはするけれども、決して動か

なければならないというふうにとらえられる

んですけれども、以前に議員の中から、要綱

であったり条例であったり、明確な使い分け

というところで指摘があったかと思いますけ

れども、今回のこの基本指針というだけでは、

市民の本来の参画というのが明確にとらえら

れていないんじゃないかと、そのように感じ

ております。これについて、再度ご答弁いた

だければと思います。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）議員おっしゃられ

ますように、協働の基本指針は法的に制度化

したものではございませんので、そういう方

向付けはされてますけども、条例化したもの

ではございませんので、言われるとおりでご

ざいます。 

 自治体条例になりますと、やっぱり市長の

立場、責任と義務、それから議会の責任・義

務、それから行政の責任と義務ということで、

法的に権利と義務をきちっと決めていくわけ

でございますので、言われるように強制力が

かなり働くということになってございます。

答弁でも言わせていただいたように、それは

別に否定することではございませんけれども、

従来型のということで、議会が最高決定機関

ということで進めていく中で、そこへ住民を

どれだけ参加させていくかということにつき

ましては、もう少しいろんな議論が必要では

ないかというふうに考える中で、そういう答

弁をさせていただいたということでございま

すので、言われるように、確かに条例は最高

の、自治体の憲法的なものになりますし、協

働指針についてはそういう方向性を示したも

のでございます。そういうふうに考えてござ

います。 

○議長（中西峰雄君）10番 松本君。 

○10番（松本健一君）ありがとうございます。 

 今の中にも、自治体の憲法というこの言葉、

出していただきました。実際、この橋本市で

は多くの条例がございます。市民が参画して

いくその条例であったり、今の基本指針、そ

して、パブリックコメントに関しては、手続

きの要項ということでございますけれども、

市民が声を発していく、市政を一緒につくっ

ていこう、その中に市民も自ら義務を負わな

いといけない、そのことは理解できると思い

ます。ただし、執行機関である市の職員の方々、

そして、市長自らこの義務を執行するという

ことを明確にしておくのが、当り前じゃない

かなと思います。 

 今回、この後述べさせていただきます幼保
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一元化５カ年計画等についても、本来であれ

ば、計画が上がる前に市民の声をしっかりと

聞いて理解がされていれば、こういった状況

というのは生まれなかったと思います。そし

て、ごみの問題についても同じだと思います。 

 この点について、できれば市長に、できな

ければ副市長に、これから、この自治基本条

例については実施していくのかどうなのか。

４年あります。この時間の中で、これは改革

としてもお金のかかることじゃないです。自

らが律すること、これは議会も同じだと思い

ます。まずは２期目、４年スタートを切った

この議会を受けて、できれば市長にご答弁い

ただければと思います。 

 ありがとうございます。 

○議長（中西峰雄君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）松本議員の再質問にお

答えをしたいと思います。 

 先ほど担当から答弁をしたとおりでござい

ます。するんですが、やはり、これを立ち上

げていく上で多くの意見も聞かなければなり

ませんし、今後の課題として、ひとつ考えな

ければならない、その程度でございまして、

必ず４年以内にやりますとはここでは申しか

ねます。 

 以上でございます。 

○10番（松本健一君）ありがとうございます。 

○議長（中西峰雄君）発言の際は議席番号を

言ってください。 

 10番 松本君。 

○10番（松本健一君）申しわけございません。 

 今、市長からご答弁いただきましたが、な

かなか明確な答えというのは出せないかとは

思います。 

 しかしながら、今、難しい時代を迎えてお

ります。私が所属しております民主党でも、

これから地方分権、地域主権の時代を迎える

にあたっては、これから地域が声を上げてい

かなければならない。その声というのは、市

民の声が届く政策をつくっていかなければな

らない。その仕事がこれから、この橋本市政

にも問われていってるんだと思います。 

 特に今回、幼保一元化に関しては、すみだ

こども園の建設、これについては保護者の

方々から本当に強い声が上がっております。

何も反対と言ってるわけじゃないんです。十

分な理解があった上での政策実行がなければ、

今現状でも計画自体はどんどんずれていって

るんだと思います。 

 自治基本条例についてはこれぐらいにさせ

ていただいて、また後からも関連、触れたい

とは思います。 

 二つ目の、幼保一元化５カ年計画に関して、

三石保育園に関しては、今回は急傾斜地の避

難という問題もあり、かなり切迫した状況で

ある。この中で、保護者役員会の方々は本当

に真剣に考えられ、結果的にこれを進めてい

くときには、やはり橋本市がこの保育という

行政に関しても公設民営を行っていく、その

ことへの保護者皆さんの同意をとっていただ

きたい、そういうお願いだったと思います。 

 今回、この５カ年の計画に関しても、当初、

平成19年の６月４日、この計画が発表されま

した。確かに、広報はしもとでも８月に発表

されております。そして、先ほどご答弁いた

だきました、東部コミュニティセンターはじ

め３箇所でこの計画の説明会が行われました

が、実際のこの計画が進んでみると、確かに

高野口こども園、進みましたけれども、結果

的に声を聞いてみると、何とか新しい安全な

建物で保育を行っていただきたい。先送りに

できない現状があった。そのようにお聞きし

ております。 

 今回、このすみだこども園に関しては、地

域の方々、さまざまな意見を本当にお持ちで
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す。でも、この５カ年の計画の中で、これを

実行しなければならなかったのか。幼保一元

化５カ年計画、最後のくだり、２次では公営

も考えていきますと。さまざまな、民営だけ

ではなく公営の良さも出していきたいと、そ

のように書いてありますけれども、先ほど答

弁の中にあった、民間の良い子育てのこども

園があやの台にはあります。この中でもう１

園、公がつくって、そこに民間の社会福祉法

人などが入ってくる。確かに保育の部分では、

民間の優位性はあると思います。しかしなが

ら、幼児教育という部分、この点は、私たち

は子どもたちに平等な教育を与えていかなけ

ればならないんです。この点について、教育

という面で不足がないかどうか、ご答弁いた

だければと思います。できれば教育委員会の

ほうからお願いいたします。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）幼稚園の教育の立

場で言いますと、今、かなり少子化になって

おりまして、公設の幼稚園のほう、多人数で

の教育というか、子どもたちが多くの子ども

たちと交わっていくという、そういう観点か

ら言いますと、そういった大きな視野で、そ

れぞれの切磋琢磨できる教育というところか

ら言いますと、ちょっとそういったところで

は欠けていく部分があるんじゃないかなと。

そういったところで、こども園の視点から言

いますと、統廃合も含めて考え方を整理して

いく、５カ年計画の中で、幼稚園のそういう

大きな集団の中で教育をしていくという大事

さも考えていっております。そういったとこ

ろでご理解いただきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）10番 松本君。 

○10番（松本健一君）ありがとうございます。 

 この５カ年計画をよく読んでいくと、一番

不安な点が、この幼児教育の部分だと思うん

です。担当の方、いつも説明会で会ったり、

来られます。特に、こども課の方々が来られ

て、窓口としてはどちらかというと教育委員

会というよりも行政主導の形かなと思います。 

 現に、高野口こども園で起きたうんてい、

それと鉄棒の問題等に関しては、私は、これ

は教育としては本来は必要だったんじゃない

かなと。これは、橋本市が平均として、ここ

までの部分、幼小連携では必要であったんじ

ゃないかなと思います。でも、民間の保育と

いう現場を考えてみると、確かに今、次長の

ほうからおっしゃっていただいたように、多

くの子どもたちを受け持っていかなければな

らない、その部分のリスクを抱えていますか

ら、リスクの少ない道具を使っていかざるを

得ない。そういう部分もあるんだと思います。 

 でも、これから新しい民営の組織が入って

くると、さまざまな考え方があると思うんで

す。でも、それに橋本市の子どもたちの教育

という部分が左右されてはいけないはずです。

橋本市は小学校・中学校、これを民営化する

そういうお考えはありますか。実際のところ

幼稚園であっても、これは公共のサービスと

して、市民目線で市民が望む形を皆さんがつ

くっていっていただく、この必要性があるか

らこそ、今回、地域の中から民間のこども園

がある隅田町の方々、できればこの地区に公

営のこども園をそのまま設置していただきた

い、そういう願いだと思うんです。しっかり

とこの点は、地域の声をもう一度聞いていた

だいて、また、この後３日間の質問の中でさ

まざまな見解があろうかと思いますが、真摯

にご答弁いただければと思います。 

 続きまして、三つ目の予防医療についてご

答弁していただきました。これについて、和

歌山でも取り組みは進んでいっております。

確かに、今はその一つ一つ自体は自治体とし

ては少ないかもしれません。しかしながら、

一個一個見ていくと実際にこういった部分、
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病気は橋本でも発生しているんです。 

 私、ちょっと調べました。橋本の保健所管

内で、細菌性髄膜炎が過去３年どれぐらい起

きたのか。４例ございました。和歌山県下で

は９例ございます。この医療費、それと失わ

れた命の重さ、これを考えていただければ、

全国各地で今こういった予防のワクチンを進

めていこう、そういう声がやはり議会の中か

らも、地域の中からも上がり、そして職員の

方々からも上がって実現するんです。 

 この予防の問題に関しては、本当に今回、

小学校の医療費の無料化、本当にありがたい

と思うんです。生活していくと、やはり子ど

もたちは病気にかかります。そのとき、橋本

市は本当に手厚い政策をとっていただいてい

る、それも言えるでしょう。今回の10億円の

補正の中でも、やっぱり光っているものだと

思います。さらに光る行政へとこれからの地

方の時代を迎えるにあたって、これは取り組

んでいかなければなりません。 

 冒頭、企画部長の自治基本条例の中にも、

人口の減少に備える中では、こういった条例

も必要であるとおっしゃっていただきました

けれども、人口減少は市長も常々お話だった

と思いますが、過去何年か500人ずつ減ってき

ております。この原因は何なのか考えていた

だければ、ここに住みたい、橋本市だから住

みたい、そう思ってもらえるような政策を打

ち出さないといけないんです。限られた予算

の中です。皆さんの職員の方々、本当に職員

削減、そして給与も削減される中、難しいと

は思います。 

 行財政改革の20年度の報告書等を見させて

いただきました。当初の計画の中で、一つ、

ちょっとひっかかった部分があったんです。

職員の方々のオフサイドミーティング、こう

いった言葉が書かれてありました。しかし、

結果報告の中には述べられてありません。こ

れは、職員の皆さんが横の連携をとって、そ

れぞれの課題を共有化していこう、その中で

市政に取り組んでいこう、こういうことだっ

たと思うんです。このオフサイドミーティン

グ等の実行については、皆さんも橋本市民だ

と思うんです。自治体に説明会に来られても、

私はこの地区に住んでます。だからこそ皆さ

んも我慢してください、そうおっしゃる方が

いらっしゃるんです。でも、本来この計画を

つくった段階では、こういった横のつながり

の連携があれば、地域の声は行政の方々もし

っかりととれたはずです。 

 この件について、塚本理事のほうから、実

効性があったのかどうか、できれば一言いた

だければと思います。 

○議長（中西峰雄君）10番 松本君に申し上

げます。 

 発言通告の内容と外れておりますので、通

告書に従った再質問をお願いいたします。 

○10番（松本健一君）わかりました。訂正さ

せていただきます。ちょっと範囲を広げ過ぎ

ましたので、戻させていただきます。 

 今回の三つの質疑、私の思いとしては一つ

なんです。市民の声を聞いていただきたい。

これだけです。今回これからの４年、託した

中で、決まったことを説明に来るんじゃなく

て、ともにつくりましょう、これこそ協働の

精神だと思います。 

 私も地区の仕事をさせていただいたり、い

ろんなところに手伝いに行かせていただきま

す。すごく橋本市民は公民館活動であったり、

熱心にされております。でも、この中で一番

欠けているのは、行政の中の計画にいかに市

民の声が反映されていくか。当事者からの声

が伝わっていかなければならないと思うんで

す。この点について、説明会での市民の声、

そして、パブリックコメントについて、今回

の幼保一元化、さまざまな声が上がっていた
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と思います。これについては、現段階で進ん

できた中、改善、それと見直す点があったの

かどうか、この点についてご答弁いただけれ

ばと思います。 

（午前10時22分 休憩） 

○議長（中西峰雄君）松本君に申し上げます。

今、再質問は予防医療に関してでございます

ので、予防医療に関しての再質問をお願いい

たします。 

○10番（松本健一君）わかりました。たびた

び申しわけございません。戻ってはだめとい

うことで、私も不慣れな点ございますので、

戻させていただきます。なかなか議場で慣れ

ないもので申しわけございません。 

 この予防医療に関しては、私も本当に、こ

の橋本市で実行していっていただきたいんで

す。奈良県の生駒市、そして兵庫県の三田市、

同じベッドタウンです。これに関しては橋本

市としても、予防の部分について、やはり前

向きに進めていただきたいと思うんですけれ

ども、これからの答弁について、前向きに進

めていただきたいと思います。 

 ちょっと10分ほど残しておりますが、なか

なか不慣れな点がございましたので、ちょっ

とかみ合わない点もございました。あとの、

この幼保一元化の取り組み等に関しては、議

員各位、そして議案審議の中でまた述べさせ

ていただきたいと思います。 

 最後に、本当に橋本市で暮らしてみたい、

そう思っていただけるようなおもてなしの精

神をもって、市長はじめ皆さんには取り組ん

でいただきたいと思います。 

 これにて今回の一般質問、残り10分ござい

ましたが、ちょっとしり切れになってしまい

ますが、これにて終了とさせていただきます。 

 ありがとうございます。 

○議長（中西峰雄君）これをもって、10番 松

本君の一般質問は終わりました。 

 この際、10時35分まで休憩いたします。 
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